
友人・教師 本人 地域・保護者
情報提供 相談・連絡

　　　　　　相談
担任・学年教師

生徒指導担当

速報・報告
校長・教頭 教育委員会

いじめ対策委員会 　関係機関との連携
　　　　　　　　・事実確認の方法 ・尼崎市教育委員会
　　　　　　　　・対応方針の決定 　（いじめ防止生徒指導担当）

　〈４９５０－５７８７〉
・尼崎南署生活安全課

　　職員会議（学年会議） 　〈６４８７－０１１０〉（少年係）
全職員で情報の共有 ・尼崎少年サポートセンター

　　　　　　　・事実の報告 　〈６４９３ー２７８０〉
　　　　　　　・対応方針の共有理解 ・尼崎こども家庭センター

　〈４９５０－５００１〉
・尼崎市教育委員会

　当該生徒への事実確認 　（こども教育支援課）
　（担任・学年教員の面談） 　〈６４０９－４９９５〉

　　　　①被害児童への面談 ・尼崎市子どもの育ち支援センター
　　　　②加害児童への面談（一人ずつ） 　「いくしあ」（こども相談支援課）
　　　　③傍観者への面談（一人ずつ） 　〈６４３０－９９７９〉

家庭訪問（被害児童） 担任（学年生指）
・把握した事実の報告
・対応方針説明 　いじめ対策委員会

　・事実確認した内容を報告、全体像の把握
　・被害児童及び加害児童への対応協議
　・学年、学級指導の内容協議

　職員会議（学年会議）
全教員での情報の共有

　　　　　・経過の報告
　　　　　・対応策についての共通理解 家庭訪問（加害児童）

家庭訪問（被害児童） 担任（学年生指）　　　担任（学年生指） ・事実の報告
・経過報告 ・指導内容の説明
・加害児童への指導内容説明 学年、学級での指導 ・学校と連携しての支援

担任（学年生指）
家庭訪問（被害児童）
・経過報告 全教員での
・学年、学級指導の内容説明 今後のいじめ対応についての共通理解

・学校での児童の様子報告
継続的な指導

尼崎市立大庄北中学校いじめ防止マニュアル（図解）

疑わしきはすぐ対応

組織的に迅速に対応

個別に別室で同時に

いつ・誰が・どこで

何を・どうした

記録




